
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人小林昭の上告理由第一点について

　原審の確定したところによれば、昭和四七年四月当時、上告会社の取締役は、代

表取締役Ｄ、取締役Ｅ、同Ｆ、同Ｇ、同Ｈの五名であつたが、取締役Ｆは、同月一

三日、代表取締役Ｄに通知しないで上告会社の取締役会を招集し、取締役Ｆ、同Ｇ、

同Ｈの三名が出席した取締役会において、Ｄを代表取締役から解任したうえＦを上

告会社の代表取締役に選任してその旨の登記を了し、次いで、Ｆは、同月二〇日、

上告会社の代表取締役として同会社所有の本件採掘権を被上告会社に譲渡し、同月

二六日、その旨の移転登録を経由した、というのである。

　右の事実によれば、上告会社の右取締役会の開催にあたり代表取締役Ｄに対する

招集通知を欠いていたのであるから、Ｆを上告会社の代表取締役に選任する右決議

は商法二五九条ノ二に違反して無効であり（最高裁昭和四三年（オ）第一一四四号

同四四年一二月二日第三小法廷判決・民集二三巻一二号二三九六頁参照）、Ｆは、

これによつて、上告会社の代表権を取得したということはできないが、上告会社の

代表取締役Ｄ、取締役Ｅを除いた取締役Ｆ、同Ｇ、同Ｈの三名は、取締役会を開催

してＦを代表取締役に選任し、同人が上告会社の代表権を行使することを承認した

ものと認められる。

　ところで、代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に

選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行つた

ときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効で

ある場合であつても、会社は、商法二六二条の規定の類推適用により、代表取締役
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としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべきものと

解するのが相当である。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当であり、原

判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

　同第二点について

　本件採掘権の譲渡が商法二四五条一項一号にいう「営業ノ譲渡」にあたらないと

した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

論旨は、採用することができない。

　同第三点について

　原判決は、(一)　被上告会社の代表取締役ＩことＪが韓国滞在中同会社の一切の

事務を代行処理していた専務取締役のＫは、本件採掘権の譲渡の交渉当初から、Ｆ

が上告会社の代表取締役であると思つていたが、本件譲渡契約が締結された昭和四

七年四月二〇日の二、三日前に、法務局で、上告会社の商業登記簿を閲覧してＦが

上告会社の代表取締役として登記されていることを確認したこと、(二)　右譲渡契

約締結の当日、Ｋは、Ｆから、上告会社は同月一八日同人、Ｇ及びＨの三名が出席

した取締役会で本件採掘権を代金一二〇〇万円で被上告会社に譲渡することにし、

その日時、代金授受の方法等はＦに一任することを承認した旨の取締役会議事録と

これに添付された右三名の取締役の印鑑証明書及び上告会社の資格証明書等の交付

を受け、真実、Ｆが上告会社の代表取締役であり、かつ、上告会社では本件採掘権

の譲渡が取締役会で承認されているものと信じて、本件譲渡契約を締結し、同月二

六日前記のとおりその移転登録を経由したこと、(三)　被上告会社は、鉱業を実施

した実績がなかつたのに、あらかじめ本件採掘権の価値について客観的な資料によ

る調査、検討を加えることなく本件譲渡契約を締結したこと、(四)　本件譲渡契約

においては、上告会社の被上告会社に対する本件採掘権の移転登録手続は直ちにす

べきものとされているのに、被上告会社の上告会社に対する譲渡代金の支払は、分
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割払で、しかもその期限は採掘事業開始後七か月目の末日から起算するという不確

定なものであること、(五)　本件譲渡契約締結後、まもなく上告会社の代表取締役

として契約締結にあたつたＦや上告会社の取締役Ｇ、同Ｈは、被上告会社の取締役

に就任し、そのうちＧは、Ｋとともに被上告会社の代表取締役に就任し、本件採掘

権の移転登録を経由した日と同日の同月二六日いずれもその旨の商業登記を経由す

るとともにＪの取締役及び代表取締役の退任登記をしていること、以上の事実を認

定したうえ、右(三)ないし(五)の事実関係からすると、本件譲渡契約は、その目的

物が採掘権であることを考慮に入れてもなお不自然の感を抱かせるものがあるとし

ながらも、本件譲渡代金の支払方法が前記のごとく約定されたのは、Ｆが上告会社

の代表取締役Ｄに気付かれないうちに、同人を出し抜いて何とか当時手持資金のな

い被上告会社に本件採掘権を譲り受けてもらうために譲歩したことによるものであ

り、また、Ｆ、Ｇ、Ｈが被上告会社の取締役や代表取締役に就任したのも、上告会

社の譲渡代金の支払確保のためであるということも十分考えられるので、右(三)な

いし(五)の諸事情があるからといつて、右Ｋが当時Ｆが上告会社の正規の代表取締

役でないことにつき悪意であつたとは断定し難い、と判示している。

　しかしながら、(一)　上告会社が重要な会社財産である本件採掘権を譲渡するの

に取締役五名のうち三名のみが出席した取締役会でこれを承認するというのは、上

告会社のような規模の会社の運営としては異例のことのように考えられるし、また、

本件採掘権のような会社の重要な財産を譲渡するにあたつては、譲渡人側に緊急に

資金を獲得する必要があるのを普通とし、その移転登録手続のごときも代金と引換

えに行うのが経験則上通例であるのにかかわらず、本件では、その登録手続は直ち

に行うが、代金は採掘事業開始後に分割して支払うというのであつて、取引として

は極めて異常であるといわざるをえない。(二)　他方、被上告会社としても、真実

鉱業を実施しようとする意図があつたとすれば、本件採掘権の譲渡を受けるにあた
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つてあらかじめ本件採掘権の価値について十分調査し、また将来の採掘の可能性、

操業計画、採算等についても深く検討してしかるべきものであると考えられるのに、

このような点について調査、検討をしなかつたというのは、会社経営の衝にあたる

者のとる措置、態度としては極めて不自然であるとみられる。(三)　のみならず、

さらに重要な点は、上告会社の代表取締役として契約の締結にあたつたＦが同会社

の取締役Ｇ、同Ｈとともに本件譲渡契約締結直後に被上告会社の代表取締役や取締

役に就任し、しかも本件採掘権の移転登録のされた日と同日に右各就任の商業登記

を経由していることであつて、原審は、この点について、その目的は上告会社の譲

渡代金支払確保のためである旨判示するが、さらに特段の説明がないかぎり、右三

名の被上告会社の役員就任が何故に上告会社の代金支払確保のためになるのかは容

易に首肯し難いところである。

　以上のような諸点に照らして考えると、上告会社の取締役Ｆ、同Ｇ、同Ｈの三名

は、被上告会社のＫと意を通じ、上告会社の正規の代表取締役Ｄの承認を得ないで

本件採掘権を被上告会社名義に移転したものであると疑われてもやむをえない状況

にあつたと窺われないではないから、原判決のような説示だけから、直ちに被上告

会社においてＦが上告会社の正規の代表取締役でないことにつき悪意であつたとは

断定し難いとした原判決には、経験則の適用を誤つたか又は審理不尽の違法がある

ものといわざるをえず、その違法が原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ

るから、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして、本

件については、なお審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻す必要がある。

　よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　宮　　　崎　　　梧　　　一
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　栗　　　本　　　一　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　木　　　下　　　忠　　　良

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　塚　　　本　　　重　　　頼

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　鹽　　　野　　　宜　　　慶
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